
別記
第 1号様式 (第11条、第13条、第14条関係) |みθ

事 業 者 排 出 量 削 減 計 画 書 《新 動
・ 変 更)

くな人にあっては 名 称及び代表子の氏名"把 名仙印X,

日之出化学工業株式会社 代 表取締役 町 野

(法人にあっては、 したる

京都府舛鶴市字倉谷 660番 地

特定事業者の

主たる業種
燐酸質肥料製造業

該当する事業
者要件

序 京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第1号該当事業者 (大規模エネルギー使用事業者 (原油に換
算して11500キロリットル以上))

「 京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第2号又は第3号該当事業者 (大規模運送事業者 (トラック又
はバス100台以上/タ クシー150台以上/鉄 道車両150両以上)

「 京都府地球温暖化対策条例施行規則第 10条 第 4号 該当事業者 (その他の温室効果ガスの大規模排出事
業者 (二酸化炭素に極算して8000ト ン以上))

計 画 期 間 平成 18 年 4 月 平成  20 年 3 月

基 本 方 針 エネルギー使用の合理化の推進 によ り、5%の 二酸化炭素排出量削減 を目標 とする。

推 進 体 制 既存の省エネルギー対策組織 において、温曇効果ガス肖J減も併せて進めていく。

年度ごとの具
体的な取組及
び措置

I

l R 平炉工場 熊焼ガス段繁決度討の活】1による終枕υ)安定化

1 出 造粒工場 英雄機器統合による動力の削減

〕 8 工場全般 〕:場,‖水汲みあげボンブのインバーター化によるIll力の削減

lX～ 19 造粒工場 効率化による密勧‖ヤ間の例激

温室効果ガス
の排出量等 排出区分

基準年度 (実積)

(17)年 度
〈i腔化俵率換祭 〈1))

日襟年度 (計回)

(19)年 度
て二酸化快来拠第 (1) )

自J減率

(計画 )

( % )

A事 業所等排出区分 27,600 t 26,200  t -50 %

B輸 送章両排出区分 t t %

Cそ の他排出区分 t t %

排出合計 1       27,600 t ″      261200t -50 %

その他の地球
温暖化対策に
よる温室効果
ガスの削減量
等

対策等の区分
目標年度 (計画)

〈二磁化炭率換算 (1)〕

森林の保全及び整備 (セ術而rl) 〈吸収駐) t

府内産の木材の利用 (利サil i)ヽ mヽ (‖Jnt眠) t

自然エネルギーを利用した電
力又は熱の供給

(売電■) kFh (lJ波埜) t

(熱快締■) (HJjt駐) t

グリーン電力の購入 てい人■) (ⅢⅢ波u) t

削減量等合計 t

差 引排出量

(リトUl合iトー“り減年合Fめ

基準年度 (実績) 目標年度 (計画) 削減率 (計画)
キ1               ,7 600  t “ル●3   262000 t -5%

特 記 事 項 当社では、日填からエネルキー原車任の改善に努力しており、過去 5年 間で約 7%の エネルキー原単位の改善を建威
している。生産数量の動向は、横這いか、もしくはやや減産傾向にあるとみているが 操 姜摩が下がる4-lrギ ー庫

単位が悪化するので、原単位改善と温室効果ガス削減の両立を目指す。

連  絡   先 担 当 部 署

担 当 者 氏 名

住 所

電 話 番 号

フ ァ ク シ ミ リ 番 号

注 1

2

ti

該当する口には レ ロiを記入してください 付 定事業イ以外で山L参加さ日1る事業イυ)方は レ llり記入は不要ですⅢ

r ll!十年度」とは1画 脚」Rlの市1年 tFを 「 口猟年度Jと は1卜前則「]の性終年度をいいますⅢ

「事米 IltttlⅢⅢ区分」とは ,tFF府内の事凍所争の事米P子動7)ためυ)エネルギーの使】|にイH'い発4:するれ=効 来ガスを  fttjとJiⅢiコトⅢt X分」
とは 白 rlJⅢ述j去事業者についてはttttψ)本拠の位置を】くFFl府内とするJ:"Hのll ⅢⅢするlll室効果ガスを 払 道事た■については体イrする貨物Ⅲ:

ⅢⅢ又は旅イⅢⅢiめp卜11するな=効 果ガスを 「そのlLtll‖H基分」とは '赳 以外のメ都府内における事来所等の事X4!i rllに伴いす|■する祢室効

果ガスをいいます.


